
住宅ローン控除は５年延長 

住宅ローン減税は、令和 12年 12月 31日

まで５年延長されます。 

新築等の場合、省エネ性能の高い認定住

宅の借入限度額は 4,500 万円、ZEH 水準省

エネ住宅は 3,500万円、控除率 0.7％、控除

期間 13年です。既存住宅は、認定住宅、ZEH

水準省エネ住宅の借入限度額を 3,500 万円

に引き上げ、控除期間を 13年に拡充します。

令和 12年以降、新築が認められなくなる予

定の省エネ基準適合住宅は借入限度額を

2,000万円に縮減します。 

子育て世帯・若者夫婦世帯には借入限度

額の上乗せ措置があります。新築等では、

認定住宅の借入限度額を 5,000 万円、既存

住宅では、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅の

借入限度額を 4,500万円に引き上げます。 

床面積要件は、40㎡の緩和措置（合計所

得金額 1,000 万円超の年を除く）を既存住

宅にも拡充します。 

ZEH 水準を満たさない省エネ基準適合住

宅の新築等で令和 10年 1月 1日以後居住の

ものは住宅ローン控除は適用できません。 

また、災害危険区域等における新築等の

住宅で令和 10 年１月 1 日以後居住のもの

は住宅ローン控除が利用できなくなります。 

NISAは 18歳未満に拡充 

NISAは、つみたて投資枠の対象年齢が 18

歳未満、年間投資枠 60万円（非課税保有限

度額 600万円）まで拡充されます。 

非課税口座に新たに未成年者特定累積投

資勘定を設定し、公募等株式投資信託の受

益権に投資します。 

12歳以降は、子の同意を得た場合のみ親

権者等による払出しが認められ、子の教育

資金等に充てることができます。18歳に達

すると 18歳以上の NISA口座に移行します。

令和 9年以後、開設するものから適用です。 

暗号資産は分離課税に 

暗号資産の譲渡所得等に対する課税は、

株式など有価証券取引と同じ分離課税（所

得税 15％、住民税 5％）となります。あわ

せて、３年間の繰越控除制度も創設されま

す。金融商品取引法の改正法施行日の翌年

から適用されます。 

極めて高い水準の所得に対する負担適正化 

高額所得者に対する税の負担適正化のた

めの措置が見直されます。基準所得金額か

ら控除される特別控除額を 1.65億円（現行

3.3 億円）に引き下げ、税率を 30％（現行

22.5％）に引き上げます。令和 9 年以後の

所得税から適用されます。 
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② 個人所得課税編（後編） 

住宅価格高騰、スト

ック増加で中古住宅

の需要は大きい。 


